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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－３２ 方向位置探知用機器 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０  一 電話機等 

Ｈ３－６０  一 無線通信機器 

Ｈ３－６１０  一 無線通信機 

Ｈ３－６１１  一 無線通信用送信機 

Ｈ３－６１２  一 無線通信機用受信機 

Ｈ３－６２０  一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１  一 方向探知器 

Ｈ３－６２２ 一 方向探知器用関連機器 

Ｈ０－２１ 一 探知機 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－２０ 通信装置用基本的機器 

Ｈ６－４３ 無線通信機用送受信機 

Ｊ１－７０ 探知機、探傷機 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

ロラン受信機 オメガ受信機 方向探知機 

方向探知用指示機 位置情報端末機 位置測定器 

緊急通報機 魚群探知機 レーダー探知機 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 ＧＰＳ、ＰＨＳ、電話、その他周波数帯を用いて、携帯している人物の居場所を送受信する為の機器や、緊急事

態であることを知らせるための機器、または、魚群探知機等を分類する。 

 カーナビゲーション機器本体、携帯型ＧＰＳ、表示機・記録機を有さない方向探知器等を含む。 

Ｄタームを付与しないもの 

登録 1110909 

位置検知用発光器 

登録 871645 

電波航法用受信機 
登録 01090607 

緊急通報器 
登録 01167079 

位置情報送信用端末機 
1 
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Ａ：船載型 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

・電話網を利用して会話を主目的とするもの、電話回線に接続するものはＨ７－４代（電話機）へ。 

 

・車載用ＥＴＣ受信機（高速道路料金自動システム送受信機）は、Ｈ６－２０（通信装置用基本的機器）に。 

 

・超音波探知機や探傷機（光、超音波、電磁波、などの性質を利用して、 
或る空間、物質中の物体、欠除部などの有無を見出し、知らせるもの）は、Ｊ１－７０へ。 
 

■カーナビゲーション機器本体の内、以下のものはここに含まず各分類へ■ 

   ・カード型ＧＰＳ（ＰＣ等に挿入するもの）は、Ｈ６－２０（通信装置用基本的機器）へ。 

   ・ＣＤ、ＤＶＤ等記録機部のみは、Ｈ６－５２（ディスク挿入式記録機）へ。  

・表示機付き及び表示機のみ（ＤＶＤ再生機付き、記録機内蔵型含む）は、Ｈ７－６２４代（データ表示機）へ。

   ・情報端末機にＧＰＳ機能がついたものは、Ｈ７－７２０～７２５（表示機付き電子計算機等）へ。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

登録 1174202 

魚群探知表示器 

 

登録 00997505 

魚群探知機 

 

登録 01174203 
航跡表示器 

 

登録 01170454 
船舶レーダ用指示機 
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